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貸 借 対 照 表 

(平成２７年３月３１日現在) 

 

科              目 金      額 科              目 金      額 

( 資 産 の 部 )  百万円 ( 負 債 の 部 )  百万円

    

流 動 資 産 17,782 流 動 負 債 9,292

  現 金 及 び 預 金  3,743   支 払 手 形 419

  受 取 手 形 1,475   買 掛 金 2,191

  売 掛 金 7,975   短 期 借 入 金  1,528

  製 品 1,626   １年内返済予定の長期借入金 1,633

  仕 掛 品 125   １年内償還予定の社債 400

  原 材 料 504   未 払 金 824

  繰 延 税 金 資 産  905   未 払 費 用 619

  未 収 金 1,033   未 払 法 人 税 等  203

  関係会社短期貸付金 325   未 払 消 費 税 等  320

  そ の 他 108   製 品 保 証 引 当 金 278

  貸 倒 引 当 金  △41   そ の 他 873

     

    

固 定 資 産 18,050 固 定 負 債 6,552

 有 形 固 定 資 産  7,003   社 債 560

  建 物 796   長 期 借 入 金  2,009

  構 築 物 27   退 職 給 付 引 当 金 3,911

  機 械 及 び 装 置  18   そ の 他 71

  車 両 運 搬 具  0  負 債 合 計 15,845

  工 具 器 具 備 品  431   

  土 地 5,730 ( 純 資 産 の 部 )  

 無 形 固 定 資 産  3,975 株 主 資 本 19,051

  ソ フ ト ウ ェ ア  3,949   資 本 金 10,700

  そ の 他 25   資 本 剰 余 金  5,618

 投資その他の資産  7,071    資 本 準 備 金  5,618

  投 資 有 価 証 券  3,580   利 益 剰 余 金  2,732

  関 係 会 社 株 式  2,003    利 益 準 備 金  4

  関係会社長期貸付金 216    その他利益剰余金  2,727

  長 期 前 払 費 用  134     固定資産圧縮積立金 17

  繰 延 税 金 資 産  800     別 途 積 立 金  4,300

  そ の 他 530     繰 越 利 益 剰 余 金 △1,589

  貸 倒 引 当 金  △194   

繰 延 資 産 18 評価・換算差額等  954

  社 債 発 行 費  18   その他有価証券評価差額金 954

     
   

  純 資 産 合 計  20,006

資 産 合 計 35,851 負 債 純 資 産 合 計 35,851
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損 益 計 算 書 

(平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで) 

 

科                     目 金             額 

 百万円 百万円

売 上 高 31,135

売 上 原 価 22,956

売 上 総 利 益 8,179

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  7,220

営  業  利  益 958

営 業 外 収 益 

受 取 利 息 及 び 配 当 金 171

そ の 他 152 323

営 業 外 費 用 

支 払 利 息 82

退職給付会計基準変更時差異償却額 282

そ の 他 62 427

経  常  利  益 855

特 別 利 益 

投 資 有 価 証 券 売 却 益 8 8

特 別 損 失 

固 定 資 産 除 却 損 27

特 別 退 職 金 48 76

税 引 前 当 期 純 利 益 786

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 209

法 人 税 等 調 整 額  213

当  期  純  利  益 364
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‹重要な会計方針に係る事項› 

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１．資産の評価基準および評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式および関連会社株式 

移動平均法による原価法 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法 

により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(2) デリバティブ 

時価法 

(3) たな卸資産 

① 製品 

移動平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定） 

② 仕掛品 

個別法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定） 

③ 原材料 

最終仕入原価法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定） 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

ただし、平成10年度の税制改正以降取得した建物(建物附属設備を除く)に 

ついては定額法 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

機器組込みソフトウェア 

      販売可能な見込有効期間に基づく償却方法 

自社利用ソフトウェア 

      自社における利用可能期間(５年)に基づく定額法 

上記以外の無形固定資産 

      定額法 
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(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

      リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 

 (4) 長期前払費用 

定額法 

 

３．繰延資産の処理方法 

    社債発行費 

社債償還期間(５年)に基づく定額法 

 

４．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実 

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘 

案し、回収不能見込額を計上しております。 

(2) 製品保証引当金 

出荷済製品のアフターサービス費用等の発生に備え、売上高に製品保守費 

の実績割合を乗じた相当額に将来の保証見込みを加味した額を計上してお 

ります。 

(3) 役員賞与引当金 

役員の賞与支払に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上

しております。 

なお、当事業年度に係る役員賞与は支給しないため、当事業年度において役

員賞与引当金は計上しておりません。 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および

年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

会計基準変更時差異(7,356百万円)については、15年による按分額を費用処理

しております。過去勤務債務の額については、発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(３年)による按分額を発生年度から費用処理するこ

ととしており、また、数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を翌事業年度から費用処

理することとしております。 

なお、退職一時金制度に対し退職給付信託を設定しております。 
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５．ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジを採用しております。 

なお、為替予約取引については振当処理の要件を満たしている場合は振当 

処理を採用しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

外貨建債務の為替レート変動をヘッジするため為替予約取引を利用してお 

ります。  

(3) ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する権限規定および取引限度額等を定めた内部規定 

に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場取引変動リスクを一定の範囲内でヘ 

ッジしております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引の振当処理の要件を満たすものについては振当処理を行って 

いるため有効性評価の判定を省略しております。 

(5）その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの 

デリバティブ取引の実行および管理は社内権限規程に基づき行っておりま 

す。 

 

６．消費税等の会計処理 

    消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下

「退職給付会計基準」という。）および「退職給付に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下「退職給付適用指針」と

いう。）を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲

げられた定めについて当事業年度の期首より適用し、退職給付債務および勤務費用

の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定

式基準へ変更するとともに、割引率の算定方法を変更いたしました。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的

な取扱いに従っており、当事業年度の期首において、退職給付債務および勤務費用

の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。 

 


